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昨年 12 月 23 日、令和 3 年春ダイヤ改正について会社より説明を受けました。保守間合い時

間が見直されてはいましたが、多くの問題点が有るものでした。私たちJR東海労名古屋地本は、

限られた期間内ではありましたが、職場の生の声を要求にまとめ提出してきました。

１月２ 8 日業務委員会が開催され、要求に対して会社と議論してきました。現行のままなどの回

答が多い中、昨年同様改善された要求も多くありました。働く者にとって働きやすいダイヤ・行路に

するために今後も職場の意見を拾い続けていきます。

回答と主な議論については以下の通りです。

【申し入れと回答と主な議論】

１．基本要求

（１）日勤行路の拘束時間が長すぎる。常識的な範囲として拘束時間を１０時間以内とすること。

【回答】現行の通りとする。

（２）日勤行路は、休日（公・特）前後に勤務指定できるよう出退勤時間を設定すること。

【回答】現行の通りとする。

（３）日勤行路前日の訓練指定を止め在宅時間の確保を図ること。

【回答】現行の通りとする。

（４）前泊は無償で拘束をするものであり、在宅時間としての各家庭での生活を奪い問題である。

前泊行路は廃止し当日出勤できる時刻とすること。

【回答】現行の通りとする。

（５）行路途中で数時間もの無駄な労外時間が発生し、そのために、食事時間や睡眠時間のとれ

ない行路が多くある。無駄に長い労外時間を短くして、拘束時間の短縮、食事時間や睡眠時

間の確保を図ること。

【回答】必要な時間は確保している。

（６）拘束時間を泊行路２４時間、日勤行路１０時間以内とすること。

【回答】そのような考えはない。

（７）泊行路は、睡眠時間として最低５時間を確保すること。

【回答】現行の通りとする。

（８）泊行路の出勤時間は１０時以降とすること。

【回答】そのような考えはない。
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（９）食事時間は、労外として１時間以上確保すること。

【回答】現行の通りとする。

（１０）食事時間は、常識的な時間帯で設定する事。各食事時間の間隔についても常識的な間隔

とすること。

【回答】現行の通りとする。

（１１）２時間以上乗務した場合は、生理現象も考慮し次列車乗務まで４０分以上間合いを確保す

ること。

【回答】そのような考えはない。

（１２）乗務員については１５～２０分前の早め出勤が実施され、サービス労働の温床となっている。

「乗務員の申告により早め出勤を受付けている。」と言うが、早め出勤後については、徐行・変

更事項等の多少により変動する準備時間に対応する乗務員自身の自己防衛のために使用さ

れている実態がある。よって、出勤した時点で勤務時間とすること。

【回答】そのような考えはない。

（１３）現行準備時間が設定されてから以降、ＣＡＳＴの設定、アルコール検査、新型車発機導入な

ど出勤時の実施項目が追加されているが準備時間の変更は無い。点呼が重なる場面があり、

走って出場する場面もある。そもそも準備時間が不足しているので、準備時間を増やし適正な

時間を確保すること。

【回答】必要な時間は確保している。

（１４）車掌用端末の導入による締め切り時間の増大や車掌用端末の除菌等今までなっかった作

業の増大のため終了点呼時間を過ぎる事が多く発生しているので、終了点呼前の準備報告

時間を現行より５分算すること。

【回答】必要な時間は確保しており、現行の通りとする。

（１５）折り返し時間１０分、順方向乗り継ぎ５分を確保すること。

【回答】必要な時間は確保している。

（１６）電話乗継ぎを行うことにより、運転台選択スイッチが正当である事、マスコンキーの抜き忘れ

のないことなどが確認できる等のメリットがある。折り返し列車の遅延回復のため現行行ってい

る無線での指令・運転士・駅との相互の連絡作業も無くすことができ、皆が望ましい取り扱いと

言える。折り返し列車の乗継ぎは電話乗継ぎとすること。

【回答】適宜適切に対応している。

（１７）運転士・車掌の基本動作を確実に行うと３０秒では足りない。停車時分を４５秒以上確保する

こと。

【回答】必要な時間は確保している。

（１８）専任社員の安心して働ける職場環境を整え、６５歳定年を見据えた乗務員の労働環境作り

をするため「高齢者交番」は欠かせない。高齢者向け行路を設定すること。

【回答】そのような考えはない。

（１９）ＳＨ行路についても早急に明らかにすること。
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【回答】現行の通りとする。

（２０）豊橋駅と米原駅での接続列車の時間は５分以上確保すること。

【回答】必要な時間は確保している。

（２１）乗務に必要な規定の訂正は訓練時間に訂正させること。

【回答】そのような考えはない。

（２２）東海道線金山駅については、可動柵に伴い、停車時分を１分以上とすること。

【回答】可動柵使用開始に伴う停車時間のの変更は無い。

（２３）東海道線金山駅可動柵に伴い、駆け込み乗車を防止し、緊急対応するためホームに駅員

を常時配置すること。

【回答】そのような考えは無い。駆け込み乗車があった場合は可動柵扉部分のセンサー検知により

可動柵「開」となる仕様であり安全上支障は無い。

２．各区所別要求

【神領運輸区】

（１）以下の行路は明けてからの乗務列車が多い上に、終了時間が１１時をこえるため、列車を前

日に持ち替えるなど変更し減らすこと。

７８Ｗ ７本 （朝の乗り出し５：４０ 終了１１：４０）

８１Ｗ ５本 （朝の乗り出し６：３５ 終了１１：１４）

８２Ｗ ５本 （朝の乗り出し５：３１ 終了１２：２０ 含む中津川、瑞浪絡みの列車あり）

８８Ｗ ５本 （朝の乗り出し４：５０ 終了１１：５４ 含む中津川往復）

９７Ｗ ５本 （朝の乗り出し７：１３ 終了１１：１８）

【回答】一部修正の方向で検討する。

組合：修正を検討している内容を明らかにすること。

会社：Ｂ８８行路の明けの乗務列車を変更する。現行５本乗務から３本乗務になる。

（２）以下の行路は起床してからの連続乗務が続くため名古屋での段落としを行うこと

８３Ｗ ５：１５～８：１９（３：０４）

８６Ｗ ５：２０～７：２９（２：０９）

７６Ｗ ４：５４～７：２１（２：２７）

【回答】一部修正の方向で検討する。

組合：修正を検討している内容を明らかにすること。

会社：Ｂ８３行路とＢ９２行路を持ち替える。

（３）３組は明けが長い行路が集中している。他の組の明けが短い行路と持ち替えること。

【回答】一部修正の方向で検討する。

組合：修正を検討している内容を明らかにすること。

会社：Ｂ６１行路と７１行路及びＢ８７行路とＢ９８行路を持ち替える。

（４）６４ＷＦ行路は、労働時間が９時間以上もある。終了時刻も２０：３７であり過酷な行路となって
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いる。１７１Ｍ～１８６Ｍを８４ＷＦ行路と持ち替え、代わりに８４ＷＦ行路の回７５７Ｍ～２６８６Ｍを

６４ＷＦ行路が行うように持ち替えること

【回答】一部修正の方向で検討する。

組合：修正を検討している内容を明らかにすること。

会社：Ｂ６４行路とＢ９２行路を持ち替える。結果、Ｂ６４行路は終了時間が１９分早くなる。

（５）６３Ｗ行路１３０３Ｍ入換担当は１３０３Ｍ乗務の運転士が行うこと。

【回答】修正の方向で検討する。

（６）７２、７５行路の２７６９Ｍ分割作業は中津川着最終列車での分割作業であり、２人の運転士の

睡眠時間が僅少になっている。中津川では１８時台から翌日まで留置している車両もあるので

２７６９Ｍで使っている車両を早い時間に留置し分割作業を済ませ睡眠時間の確保に努めるこ

と。

【回答】提案の通りとする。

（７）９１Ｗ行路便乗６１５Ｍと９８行路１２３Ｍ及び１２８Ｍを持ち替えること。

【回答】提案の通りとする。

（８）７３Ｗと７５Ｗの行路順序を入れ替えること。

【回答】提案の通りとする。

【中津川運輸区・運転士】

（１）名古屋～中津川間乗務のみの行路である３組を廃止し、特急行路、ワンマン行路を均等に組

入れること。

【回答】現行の通りとする。

（２）Ｂ２１行路は現行のままとすること。（便７１０Ｍでは睡眠時間が減少する）

【回答】修正の方向で検討する。

組合：修正を検討している内容を明らかにすること。

会社：便乗７１０Ｍを回７６０Ｍの便乗とした。今の行路のままとした。

（３）午前訓練開始時間を現行１０時２０分から１０時２５分からとすること。（現在勤務終了が１０時２

３分のＢ２３行路が指定されると、たった３分間に合わないだけで午後訓に指定される）

【回答】提案の通りとする。

組合：訓練時間は現場で調整できると聞いているがどうか。

会社：全てが現場任せではない。申し入れのように５分訓練時間を遅らすと、Ｂ１１、Ｂ１４、Ｂ１６、

Ｂ２１、Ｂ２４、Ｂ２７行路で訓練を受けた場合に帰りが５分遅れることになる。

組合：職場の意見は１０時２５分開始である。３分で３時間待ちは大変だ。変更すること。

【美濃太田運輸区・運転士】

（１）美濃太田運輸区～美濃太田車両区の移動はタクシー便乗とすること。

【回答】現行の通りとする。

組合：タクシー便乗ができないい理由を明確にすること。
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会社：経済性、安定性、安全性を考えて美濃川合から徒歩にしている。

（２）Ｂ５７行路は出勤が早く寝るのが遅い。睡眠時間も少ない。便１０２６Ｄからの乗り出しとし出勤

時間を繰り下げること。

【回答】提案の通りとする。

組合：なぜできないか明らかにすること。

会社：列車に左右されてしまう。７１６Ｍを持ち替える行路がない。

【美濃太田運輸区・車掌】

（１）Ｃ１４ ２５１６Ｆ ナコ乗継１分３０秒しがない。（打合せが出来ない・発後は放送多数）

【回答】提案の通りとする。

組合：乗り継ぎ時間の決め方を何を基準にしているのか。

会社：仕事ができる時間を確保している。必要な時間は確保している。

（２）Ｃ１６ ３７０Ｆ キフ据付発車まで時間僅少 （回送と思われるが据付を早く）

【回答】提案の通りとする。

組合：できない理由を明らかにすること。

会社：ダイヤ設定上無理である。

（３）Ｃ１６ アケの分、労外がない（朝食が取れない）、又、変行路で引続き、増結の乗務の時あ

り、終了まで休憩なく、食事なし

【回答】提案の通りとする。変行路については提案していない。

組合：変行路が発生する理由はなにか。

会社：高校の関係である。Ｃ１６行路の列車を持ち替える行路がない。

組合：予備に余裕がある場合は臨行路で対応すること。

（４）Ｃ３ １６７Ｆ～３７４Ｆ １９分 運転整理により遅れの割合が多い。３７４Ｆに乗務困難あり。昔

の様に１６７Ｆナコまでで泊ナコ～キフを他区へ。又、３７４Ｆを他区へ。

【回答】提案の通りとする。

組合：東海道線が乱れると、代替え車掌を到着点呼が終わった車掌を美濃太田から送り出してい

る。

会社：異常時等は区所内で持ち替えをするのが基本である。

組合：睡眠時間の確保ができないので考慮すること。

（５）Ｃ７ ２５Ｄ ９・１０両に増結の時、キフで３号車にて設定作業あり、時間もあり高山の車両持

分なので，高山車掌が行うべき。

【回答】本件に関しては改正事案ではない。

組合：なぜ担当である高山の車掌が行わないのか。

会社：３号車での設定の方がスムーズに設定できるのでこの様にしている。改正事案ではない。

（６）Ｃ７ ２３０１Ｆ～３１０Ｆ ３１１系から３１３系に。（空調で苦言が多いため）

【回答】提案の通りとする。

組合：ダイ改後のＡ運用はどうなっているのか。
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会社：現行のまま３１１系である。空調を整備した。昨年の夏に苦情は聞いていない。

【伊勢運輸区】

（１）Ｂ２２・Ｂ４２明け行路が長い。改善すること。

【回答】提案の通りとする。

（２）Ｂ４４ 回１９２４Ｄ入区から２９１９Ｄまで労外が長い。他の列車乗務とし拘束時間を短縮し在

宅休養時間を確保すること。

【回答】提案の通りとする。

（３）Ｂ４６ 昼食・夕食時間が基本的に確保されていない。９３１Ｃ～９４２Ｄは他の行路へ移管する

こと。

【回答】修正の方向で検討する。

組合：修正の内容を明らかにすること。

会社：亀山の４２行路と持ち替えた。３００４Ｄ ２９１３Ｄ ２９２２Ｄ（夕食）２９２４Ｄの列車順とし

た。

（４）ＤＣ４組は全ての訓練指定が２Ｈ前後の待ち時間である。しかも午前訓練は一行路だけであ

る。他の組とのバランスを図ること。

【回答】提案の通りとする。

組合：なぜできなかったのか。

会社：認識し検討したができなかった。

【大垣運輸区】

（１）Ａ班

・ ２行路 夕食時間時２０時０９分から２１時１２分の為遅い。便回１０８Ｆ大垣駅５時２８分から１

０８Ｆ豊橋駅折り返し２５１１Ｆ豊橋駅から大垣駅１０時０８分まで乗り放し。

【回答】提案の通りとする。

・ ６行路 １１０３Ｆ岡崎００：０９到着１１００Ｆ発車岡崎５：４２発で乗泊寝る時間少ない。１１１Ｆ岐

阜到着から便２５１１Ｆ発車まで７分しかない。

【回答】提案の通りとする。

（２）Ｂ班

・ １１行路 １４５Ｆ名古屋到着１７：０９から２５４３Ｆ発車までの４８分しか夕食時間がない。

【回答】提案の通りとする。

・ １２行路 ９時０５分と出勤時間早い。 昼食時間が１１時０９分から４８分しか時間が無い。

【回答】提案の通りとする。

・ １４行路 夕食時間が遅い上２０時０１分から２０時３３分の３１分しか時間がない。

【回答】提案の通りとする。

・ １５行路 ９時０７分と出勤時間早い。
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【回答】一部修正の方向で検討する。

組合：修正の内容を明らかにすること。

会社：明けの２１１１Ｆを回１０５Ｆに変更して明けを１０時１分から９時５０分にして１１分早めた。

・ １６行路 出勤時間９時５５分と早い。昼食時間が１１時２５分から１２時０９分までの４４分し

か無い。夕食時間も１８時５８分から１９時２６分までの２８分しか時間が無い。

【回答】提案の通りとする。

（３）Ｃ班

・ ２１行路 夕食時間１７時０５分から１７時５４分までの４９分しか無い。

【回答】提案の通りとする。

・ ２２行路 夕食時間２０時０５分から２１時３０分までの時間で食べる時間が遅い」。

【回答】提案の通りとする。

・ ２３行路 ３０８Ｆ岡崎駅到着から便乗２１１５Ｆ乗務まで１１分しかない。

【回答】提案の通りとする。

・ ２５行路 夕食時間１６時５５分から１７時２６分までの３１分しか無い。名古屋駅２９８４Ｆから３

Ｍ折り返し９分しかない。

【回答】提案の通りとする。

・ ２６行路 夕食時間１７時５６分から１８時４５分までの４９分しか無い。

【回答】提案の通りとする。

（４）Ｄ班

・ ３１行路 ３７２Ｆ岡崎０時１５分到着から３１１Ｆ発車岡崎５時５６分発までで乗泊寝る時間が

無い。

【回答】提案の通りとする。

・ ３２行路 ９時３６分と出勤時間早い。

【回答】提案の通りとする。

・ ３３行路 大垣駅７時１２分発２７０２Ｆから豊橋駅折り返し２３０９Ｆ大垣駅着１０時４７分まで３

時間３５分乗り放し。

【回答】提案の通りとする。

・ ３４行路 ９時３５分出勤時間が早い。 昼食時間大垣１２時０５分から１２時３７分の３２分し

か無い。豊橋駅１０１Ｆ～岐阜駅１１６Ｆ～名古屋駅まで３時間乗り放し。

【回答】提案の通りとする。

・ ３５行路 大垣駅便回５０１Ｆ関ヶ原到着から折り返し２３００Ｆ乗務豊橋駅到着折り返し２１０

９Ｆ大垣駅到着９時１８分まで３時間４８分乗り放し。

【回答】提案の通りとする。

・ ３６行路 １１０１Ｆ岡崎駅到着から２３時４２分から回３０５Ｆ誘導まで岡崎乗泊寝る時間少な

い。

【回答】提案の通りとする。
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【名古屋運輸区・車掌】

（１）Ｃ１０３Ｗ ２３５８Ｆ～２３４７Ｆ折り返し４分を見直すこと。

【回答】提案の通りとする。

（２）（２）Ｃ１０５Ｗ アケ１２３Ｆを快速列車にすること。

【回答】提案の通りとする。

（３）Ｃ２２３Ｗ アケ１１９Ｆを快速列車にすること。

【回答】提案の通りとする。

（４）Ｃ２３２Ｗ アケ２１０３Ｆ～便２３０９Ｆ連続３時間３４分を見直すこと。

【回答】提案の通りとする。

（５）Ｃ２３６Ｗ 夕食時間を確保すること。アケ１１３Ｆを快速列車にすること

【回答】一部修正の方向で検討する。

組合：修正の内容を明らかにすること。

会社：１５６Ｆ～３５８Ｆを１４７Ｆ～３５８Ｆに変更し１時間以上確保した。

（６）Ｃ２５１Ｗ 大垣～美濃赤坂（便回７９１Ｆ～７１０Ｆ）５往復を見直すこと。

【回答】提案の通りとする。

（７）Ｃ２５４Ｗ アケ便回３００Ｆ～１２０Ｆ連続３時間５５分を見直すこと。

【回答】提案の通りとする。

（８）翌日出勤前の午後訓練指定は止めること（Ｃ１０１Ｗ）。

【回答】提案の通りとする。

（９）アケ２時間以上待ちの午後訓練指定は止めること。

Ｃ１１６Ｗ、Ｃ２２４Ｗ、Ｃ２３２Ｗ、Ｃ２３６Ｗ

【名古屋運輸区・運転士】

（１）名古屋運輸区～名古屋車両区のタクシー移動は、道路状況や近鉄踏切によって遮断される

場合があり時間に余裕が無い。最低１０分時間を追加すること。

【回答】現行の通りとする。

（２）名古屋車両区に入区して留置の場合、時間設定が入区番線のみである。留置位置によって

所要時間は異なるので留置に対する時間を精査し直すこと。

【回答】現行の通りとする。

組合：留置する番線ではなく編成両数で計算し直すこと。

会社：必要な時間を確保している。

（３）特急ひだ号は、名古屋～岐阜間で美濃太田運輸区と受け持ちを分け合っているが、不合理

な便乗や入出区作業により行路作成が困難となっている。全てを名古屋運輸区の受け持ちと

すること。

【回答】そのような考えはない。
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（４）名古屋運輸区は乗務車種、線区が多く、自ずと乗務する行路に制約が多いため特休・年休

付与に大きな支障となっている。関西線、紀勢線の全ての乗務を亀山・伊勢運輸区に移管す

ること。

【回答】そのような考えはない。

（５）特休引き抜き行路は、東海道線・ＥＣ・男性・女性が乗務できる行路とし、各組における免許・

線区・性別条件での不平等を解消すること。ＥＣ１は引き抜き行路変更、ＥＣ５・ＥＣＤＣには他

の組と行路の持ち替え等により新たに配置すること。

【回答】一部修正の方向で検討する。

組合：修正の内容を明らかにすること。

会社：Ｂ１３行路を引き抜き行路にした。また、Ｂ６４行路も引き抜き行路にした。

（６）各組による自区泊数に隔たりがある。平均化すること。

【回答】提案の通りとする。

（７）Ｂ６１行路

①多気駅場面、２９０５Ｄ～２９１２Ｄを２９０５Ｄ～２９１４Ｄとし昼食時間を確保すること。

【回答】提案の通りとする。

②アケ部分、便１００Ｆ～６０４Ｆ入換は時間僅少のため大府駅泊行路が担当すること。

【回答】必要な時間は確保している。

③アケ部分、６０４Ｆ入換～１１８Ｆは、連続３時間以上の乗務となりトイレにも行けない。便１００

Ｆから見ると出勤から終了まで作業・乗務の連続である。９１１Ｆ～１１８Ｆを他の行路に持ち

替えること。

【回答】提案の通りとする。

組合：トイレが大変である。段落としを要求する。

会社：検討はしたがうまくいかなかった無理だった。

（８）Ｂ６２行路 行路に無駄な時間が多すぎ、拘束時間を長くしている。

Ｂ６５行路と持ち替えにより３０Ｄ～回送３０Ｄ～回送４２３Ｄ～回送４２３Ｄ入区にて

終了とすること。

【回答】提案の通りとする。

（９）Ｂ６４行路 １０２７Ｄ出区～１０２７Ｄを他の行路とすることによりＥＣ免許で乗務できる行路とす

ること。

（１０）Ｂ６５行路 行路に無駄な時間が多すぎ、拘束時間を長くしている。

①回送３０Ｄ～３８Ｄ入区をＢ６２行路と持ち替えにより３６Ｄ入区で終了、あるいは、３６Ｄを美濃

太田１０３４Ｄと持ち替えとすること。

【回答】提案の通りとする。

②３２６Ｆ～３３７Ｆについては、交番一回りに一回しか乗務しない大府～岡崎間の普通列車乗

務である。ＤＣ・ＥＣ組については専門性を高め、名古屋～大府駅間の乗務列車と持ち替え

すること
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【回答】そのような考えはない。

（１１）Ｂ６６行路 ２３７０Ｆ入換～２３７０Ｆ乗務は、米原駅時間僅少のため２３７０Ｆホーム電話乗継

ぎとすること。

【回答】提案の通りとする。

（１２）Ｂ６７行路 ２５２０Ｆ～２３２９Ｆについては、交番一回りに一回しか乗務しない大府～豊橋間

の快速列車乗務である。ＤＣ・ＥＣ組については専門性を高め、名古屋～大府駅間の乗務列

車と持ち替えすること

【回答】そのような考えはない。

（１３）３６Ｄ、３８Ｄについては泊行路への充当や美濃太田との持ち替えを図ること。

【回答】提案の通りとする。

【豊橋運輸区】

（１）１組は６行路中４行路が午後訓練である。各組平均化すること。

【回答】修正の方向で検討する。

組合：訓練を指定する場合に期間内でいくつかの行路で訓練が指定できる場合には、待ち時間

が短い方に訓練を指定するのか。少々の時間の差でも午後訓になる場合があり大変との声

がある。

会社：そうである。待ち時間が短い方に指定している。

組合：多少待ち時間があっても早く訓練が終わる方が休養時間の確保になる。私たちは午前訓

練が基本でありその方が休養も取れると考えている。

（２）５１行路 ４６１Ｍは、東海道本線からの分割車両の使用を見直すこと。東海道本線のダイヤ

が乱れた際に飯田線にも影響するため。

【回答】提案の通りとする。

組合：夜遅い列車で東海道からの車両を飯田線に入れると睡眠確保ができない。東海道線はよく

乱れるので頻繁に起きている。

会社：そのような考えはない。

組合：３１５系が導入されるとこのパターンが増えるだろう。飯田線の旅客にも不便を与えることに

なる。考慮すること。

（３）以下の列車はＩＣカードの対応が多発し列車遅延が頻発する。よって車掌乗務とすること。

５２行路 ５２１Ｇ

５５行路 ５１５Ｇ

７７行路 ５２３Ｇ

【回答】提案の通りとする。

組合：ワンマン列車を見直す考えはないか。豊川行きのワンマンではＩＣカード対応は豊川駅が行

っているが、長篠行きではＩＣカード対応が運転士になる。時間僅少で対応が難しい。改善

すること。

会社：現行の通りとする。
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（４）６５行路 ５６３Ｇは酔客が多いので車掌乗務とすること。

【回答】提案の通りとする。

（５）７２行路 ５５４Ｇは本長篠以南で混雑する。特に金曜日・土曜日は混雑が激しいので車掌乗

務とすること。

【回答】提案の通りとする。

（６）５３行路 ５１７Ｍは現行通り出勤日に乗務とすること。

【回答】修正の方向で検討する。

組合：修正の内容を明らかにすること。

会社： ５１７Ｍ出区から５３０Ｍまでを前日に持ち替えた。

（７）５４行路 明けは午前中とすること。

【回答】提案の通りとする。

（８）６６行路 明けは午前中とすること。明け日、出勤から終了まで７時間あるが休憩時間が無い、

改善すること。

【回答】提案の通りとする。

【伊那松島運輸区】

６７行路 ２２４Ｍ駒ヶ根着後の車内点検、車内清掃作業は、運転士６７行路から車掌は４行路と

すること。

【回答】修正の方向で検討する。

組合：修正の内容を明らかにすること。

会社：要求通りの修正とした。

組合：豊橋の要求でも議論したが、伊那松島でもＩＣカード精算対応で大変である。特に伊那松島

持ち線区では概算対応をするＪＲ東海の駅がほぼないため、お客様からなぜＪＲ東の駅で対

応できかと苦情が多い。

組合；ＪＲ西日本では車内でカード処理ができるようになった。ＪＲ東海も早急にそのようにするべき

だ。

会社：現行のままとする。

組合：基本要求は具体的に議論できなかったが、各職場の要求は基本要求に沿った要求になっ

ている。その意味では基本要求も議論したことになると考える。要求の特に大きな柱は「必

要な時間が確保されていない」「睡眠移管の確保」「食事時間」の改善である。今後もダイ改

の際に今日の議論を生かすように要求する。

以 上


